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 平成３１年瀬戸市議会３月定例会提出予定議案等の概要  

 

１ 条例及び単行議案関係  

 

第２号議案  瀬戸市デジタルリサーチパークセンター条例の一部

改正について  

担当課・係名  情報政策課 情報政策係  

１ 条例改正の理由  

  施設の利用を促進し、及び利用者の利便性の向上を図るため、使用可

能となる施設等を追加するに当たり、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

使用することができる施設等に「会議室１」及び「会議室２」を追

加し、使用料を次の表に掲げるとおりとする。  

区分  

金額  

９ 時 ～

１２時  

１ ３ 時 ～

１７時  

１ ８ 時 ～

２２時  

９ 時 ～

１７時  

１ ３ 時 ～

２２時  

９ 時 ～

２２時  

２ ２ 時 以

降 １ 時 間

につき  

会議室１  430 570 570 1,130 1,280 1,840 170 

会議室２  430 570 570 1,130 1,280 1,840 170 

 ⑵ 施行期日等  

   平成３１年４月１日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

地方自治法第９６条第１項第４号  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

一般の使用ができなかった図書室を会議室に変更し、使用できる施設

等に追加することで、施設の利用促進及び利用者の利便性の向上を図る

もの  
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第３号議案  瀬戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改

正について  

担当課・係名  人事課 人事給与係  

１ 条例改正の理由  

  平成３０年８月１０日付け人事院の「公務員人事管理に関する報

告」を考慮し、瀬戸市職員の勤務時間以外の時間における勤務に関

し規定するため、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

  正規職員の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項

を規則で定める旨の条項を追加する。   

⑵ 施行期日等  

平成３１年４月１日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

地方公務員法第２４条  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

超過勤務命令を行うことができる上限を定め、長時間労働の是正

をはじめとする働き方改革を進めるもの  
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第４号議案  瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当

に関する条例の一部改正について  

担当課・係名  人事課 人事給与係  

１ 条例改正の理由  

  瀬戸市議会基本条例の施行に伴い、議会運営の中心的役割を担う

こととなった常任委員会（総務生活、厚生文教、都市活力）及び議

会運営委員会の委員長職及び副委員長職に対する議員報酬の額を新

たに規定するため、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容   

  議員報酬の額を次の表に掲げるとおりとする。  

 改正後の額  現行  

議長  ５４９，０００円  ５４９，０００円  

副議長  ４８１，０００円  ４８１，０００円  

委員長  
４６１，０００円  

（新設）  
―  

副委員長  
４５６，０００円  

（新設）  
―  

議員  ４５１，０００円  ４５１，０００円  

 ⑵ 施行期日等  

その他所要の事項を改正し、平成３１年５月１日から施行する。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

地方自治法第２０３条第４項  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

議員報酬について、常任委員会（総務生活、厚生文教、都市活

力）及び議会運営委員会の委員長及び副委員長の区分を設定し、議

員の報酬月額から委員長は１０，０００円、副委員長は５，０００

円を加算した額とするもの  
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第５号議案  瀬戸市市税条例等の一部改正について  

担当課・係名  税務課 市民税係  

１ 条例改正の理由  

  軽自動車税の種別割及び環境性能割における減免の範囲の整合を

図り、及び法人市民税の法人税割の税率の特例を延長するに当た

り、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

  ア  精神障害又は知的障害を有し歩行が困難な者が運転する軽自

動車等について、軽自動車税の種別割の減免対象とする。  

イ  法人市民税の法人税割の税率の特例（１００分の６．０を１

００分の８．４とするもの）を５年間延長する。  

ウ  アの改正に伴い、身体障害者、精神障害者等の規定を整理す

る。  

 ⑵ 施行期日等  

   公布の日又は平成３１年１０月１日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

  地方税法第３１４条の４第１項  

地方自治法第９６条第１項第１号  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

精神障害者等が運転する軽自動車等について軽自動車税の種別割

の減免対象とすることにより、環境性能割において減免対象として

いることとの整合を図るもの。また、法人市民税の法人税割標準税

率超過相当分の税収により、都市基盤の整備及び産業の振興を図る

ことができるもの  
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第６号議案  学校教育法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する

条例の制定について  

担当課・係名  クリーンセンター  

こども未来課  こども未来係  

水道課 管理係  

１ 条例制定の理由  

  学校教育法の一部改正に伴い、関係規定を整理するため、条例中

所要の事項を改正するもの  

２ 条例制定の概要  

⑴ 主な内容  

ア 瀬戸市クリーンセンター条例の一部改正  

技術管理者の資格要件について、専門職大学の前期課程を修

了した者を追加する。  

イ  瀬戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正  

放課後児童支援員の資格要件について、専門職大学の前期課

程を修了した者を追加する。  

ウ 瀬戸市水道法施行条例の一部改正  

布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件について、専

門職大学の前期課程を修了した者を追加する。  

 ⑵ 施行期日等  

   平成３１年４月１日  

３ 条例制定に係る根拠法令  

⑴  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生

省令第３５号）第８条の１７第２号  

⑵  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第１０条

第３項第５号  

 ⑶ 水道法施行令第４条第１項第３号及び第６条第１項第２号  

４ 条例制定に伴う影響、効果等  

学校教育法が一部改正され、新たな高等教育機関である専門職大

学が制度化されることに伴い、技術管理者、放課後児童支援員、布

設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件に、専門職大学の前期

課程を修了した者を追加するもの  
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第７号議案  瀬戸市火災予防条例の一部改正について  

担当課・係名  消防課 予防グループ  

１ 条例改正の理由  

  工業標準化法の一部改正（産業標準化法に改称）に伴い、関係規

定を整理するため、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

 「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。  

 ⑵ 施行期日等  

   平成３１年７月１日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

工業標準化法改正後の産業標準化法第２０条  
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第８号議案  瀬戸市介護保険条例の一部改正について  

担当課・係名  高齢者福祉課 介護保険料係  

１ 条例改正の理由  

  介護保険法に規定する保健福祉事業を実施するに当たり、関係規

定を整備するため、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

市が実施する保健福祉事業として、被保険者が要介護状態等と

なることを予防する事業及び要介護被保険者を現に介護する者を

支援するために必要な事業を規定する。  

 ⑵ 施行期日等  

   公布の日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

介護保険法第１１５条の４９  

地方自治法第９６条第１項第１号  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

保健福祉事業は、財源を第１号被保険者の保険料で賄うため、条

例に定めることで透明性を図ったうえで高齢者の自立支援・重度化

防止及び介護者支援に関する取組を積極的に行うもの  
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第９号議案  瀬戸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準を定める条例の制定について  

担当課・係名  高齢者福祉課  指導監査係  

１ 条例制定の理由  

  介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅介護支援事業者の指定等

の事務を実施するに当たり、条例を制定するもの  

２ 条例制定の概要  

⑴ 主な内容  

ア 指定居宅介護支援の事業の基本方針を定める。  

イ  指定居宅介護支援の事業に係る従業員の員数、管理者の基準

を規定する。  

ウ  指定居宅介護支援事業者が実施しなければならないこと（内

容及び手続きの説明及び同意等）など運営の基準を規定する。  

 ⑵ 施行期日等  

   施行期日を平成３１年４月１日とし、所要の経過措置を設ける

とともに、附則において関係条例（瀬戸市指定地域密着型サービ

ス事業者等の指定に関し必要な事項を定める条例、瀬戸市指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例）の一部改正を行う。  

３ 条例制定に係る根拠法令  

介護保険法第８１条第１項、第２項及び第３項  

４ 条例制定に伴う影響、効果等  

介護保険法の一部改正に伴い、県から権限移譲を受け指定居宅介

護支援事業者の指定等の事務を市が実施していることから、適正な

管理・運用のための基準を定めるもの  
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第１０号議案  瀬戸市母子・父子家庭等医療費助成条例の一部改正に

ついて  

担当課・係名  国保年金課 医療福祉係  

１ 条例改正の理由  

  児童扶養手当法の一部改正に伴い、関係規定を整備するため、条

例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

母子・父子家庭等医療費助成の受給資格に係る所得判定年次の

時期について、次の表に掲げるとおりとする。  

所得判定年次  改正後の時期  現行の時期  

前々年の所得  １月から１０月まで  １月から７月まで  

前年の所得  １１月及び１２月  ８月から１２月まで  

 ⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を改正し、施行期日を公布の日とし、所要の

経過措置を設ける。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

児童扶養手当法第９条から第１２条まで  

地方自治法第９６条第１項第１号  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

母子・父子家庭等医療費助成の受給資格に係る所得判定年次の時

期を改正後の児童扶養手当の支給に係る所得判定年次の時期と統一

することで、医療費助成と児童扶養手当支給との間で受給資格者に

差が生じないようにするもの  
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第１１号議案  市道路線の認定について  

担当課・係名  維持管理課 管理係  

１ 議案の概要  

  市道路線について、以下の路線を認定するもの  

  見付１５号線  
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第１２号議案  瀬戸市水道法施行条例の一部改正について  

担当課・係名  水道課 管理係  

１ 条例改正の理由  

  水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号）の一部改正に伴

い、関係規定を整理するため、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

布設工事監督者の資格について、技術士法に規定する第二次試

験のうち上下水道部門の合格者に係る選択科目から「水道環境」

を削除する。  

 ⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を改正し、施行期日を公布の日又は平成３１

年４月１日とし、所要の経過措置を設ける。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

水道法施行規則第９条第３号  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

技術士試験の第二次試験における選択科目が見直され、「水道環

境」が「上水道及び工業用水道」に統合されることに伴い、「水道

環境」を削除するもの  
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２ 予算関係  

 

 第１３号議案 平成３０年度瀬戸市一般会計補正予算（第８号）  

 

 第１４号議案 平成３０年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）  

 

第１５号議案  平成３０年度瀬戸市下水道事業特別会計補正予算（第２

号）  

 

第１６号議案  平成３０年度瀬戸市春雨墓苑事業特別会計補正予算（第

２号）  

 

第１７号議案  平成３０年度瀬戸市介護保険事業特別会計補正予算（第

３号）  

 

第１８号議案  平成３０年度瀬戸市後期高齢者医療特別会計補正予算（  

第２号）  

 

第１９号議案  平成３１年度瀬戸市一般会計予算  

 

第２０号議案  平成３１年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計予算  

 

第２１号議案  平成３１年度瀬戸市下水道事業特別会計予算  

 

 第２２号議案 平成３１年度瀬戸市春雨墓苑事業特別会計予算  

 

 第２３号議案 平成３１年度瀬戸市介護保険事業特別会計予算  

 

 第２４号議案 平成３１年度瀬戸市後期高齢者医療特別会計予算  

 

 第２５号議案 平成３１年度瀬戸市水道事業会計予算  

 

 

３ 人事関係  

 

諮問第１号 人権擁護委員の推薦について    （健康福祉部社会福祉課）  

人権擁護委員の任期満了（平成３１年６月３０日）に伴うもの  
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４ 報告関係  

 

報告第１号 専決処分の報告について  

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会から市長の専決処分

事項として指定を受けた損害賠償の額の決定及び和解の専決処分について、

同条第２項の規定により議会に報告するもの  

 専決年月日  事 故 の 概 要 
損害賠償の額及び  

和解の内容  

１ 
平成３０年 
１２月５日 

平成３０年１月１３日東権現町地内に
おいて、相手方が市道を歩行中、側溝の
段差につまずき転倒し、相手方が負傷し
た人身事故  

瀬戸市は、相手方
に対し、金１５０，
０００円を支払う。  

２ 
平成３０年 
１ ２ 月 ５ 日 

平成３０年１１月７日西本地町２丁目
地内において、相手方軽乗用自動車が市
道を走行中、市道の陥没部分にはまり、
当該車両が損傷した物損事故  

瀬戸市は、相手方
に対し、金５，１８
４円を支払う。  

３ 
平成３０年 
１２月２７日 

平成３０年２月１４日内田町２丁目地
内において、相手方が市管理道路を歩行
中、水路に転落し、相手方が負傷した人
身事故  

瀬戸市は、相手方
に対し、金１６，４
７４円を支払う。  

 

 



認定路線図 
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参考資料第１３号～第１８号議案

１　予算概要 （単位：千円）

① ②

①「その他」の説明 ②「一般財源」の説明

  ・分担金及び負担金 　・市税

  ・使用料及び手数料 　・地方譲与税等

  ・財産収入 　・地方交付税

  ・寄附金 　・財産収入

  ・繰入金 　・繰越金

  ・諸収入 　・諸収入

２　一般会計

(1) 主な内容 （単位：千円）

上記のほか、執行状況等による補正

(2) 繰越明許費の追加

クリーンセンター施設整備事業、水野駅北口整備事業、品野窯町２号線整備事業、河川・排水路整備事業、瀬戸市役所前駅駅前広場暫定整備事業、公園施設整備事業

(3) 地方債の変更

全国瞬時警報システム更新　外

３　特別会計
(1) 国民健康保険事業特別会計

執行状況及び国庫返納金の追加による補正を行うもの。

(2) 下水道事業特別会計

執行状況、繰越明許費及び地方債の変更による補正を行うもの。

(3) 春雨墓苑事業特別会計

執行状況による補正を行うもの。

(4) 介護保険事業特別会計

高齢者見守りシステム構築事業の追加、執行状況及び繰越明許費による補正を行うもの。

(5) 後期高齢者医療特別会計

執行状況による補正を行うもの。

職員退職手当

総 務 費

77,400

84,947

117,306

▲ 235,164

875,005

45,652

公共施設等整備基金積立金 863,368

1,030

目　的　及　び　内　容

基金運用利息を積み立てるもの。
（平成30年度末の基金残高見込：3,609,242千円）

公共施設の更新等に備え、平成29年度決算剰余金の一部及び基金運用利息等を積み立てるもの。
（平成30年度末の基金残高見込：3,857,080千円）

862,067

6,953

3,450

1,301

▲ 423,661

3,903

財　　源　　内　　訳

国・県支出金

30,427

▲ 58,674

12,264,265

3,702,223▲ 2,078

196,221

0

276,280

427

▲ 58,674

▲ 63,971

３月補正

I

388,610

14,765

965,907312,822

G

１２月補正

合　　　計 69,944,761 ▲ 36,000 77,393 67,749

企　 業　 会　 計 3,962,761

403,375468,088 1,500 347,755 965,907

36,832

▲ 48,150

3,999,593

1,262,396

1,760

6,468

103.7%

1,801,097

72,240,528▲ 342,900 ▲ 467,971

1,771

111.6%

101.3%3,903▲ 9,881 76,156

後 期 高 齢 者 医 療 1,858,000 98.9%

10,006,235介 護 保 険 事 業 9,494,000 245,836

春 雨 墓 苑 事 業 30,000 102.4%

117.6%下 水 道 事 業 4,039,000

7,862

97,030 ▲ 391,700 ▲ 9,730 ▲ 30,299

131,328530131,858

▲ 334,699

82.8%

93.7%

国民健康保険事業 12,121,000 3,545

▲ 1,899 297,250 27,804,247

40,436,688▲ 221,336 48,800 ▲ 404,000 965,146

173,186 ▲ 391,700

111.1%

特　 別　 会　 計 27,542,000 249,381

1,500一　 般　 会　 計 38,440,000 ▲ 36,000 77,393 67,749 218,707

F 国・県支出金 市　　債 そ　の　他 A+B+C+D+E+F+G+H+I

I　　の　　財　　源　　内　　訳 補正後予算額
１２月補正
（追加）

H

９月補正
９月補正
（追加） 対前年同期比

一般財源A B C D E

事　　業　　名

財政調整基金積立金 2,276

補 正 額

平成３０年度　　３月補正予算（案）概要

当　　初 ３月補正 ６月補正
６月補正
（追加）

対象者の人数増加に伴い増額するもの。58,147 54,244

区　　分

2,276

市　債 そ の 他 一般財源

－15－　　　　　　　.



氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　髙明 H25.10.1 H29.10.1 H33.9.30

寺田　康孝 H28.10.1 H28.10.1 H32.9.30

二宮  あづさ H28.10.1 H28.10.1 H32.9.30

中根　志保 H30.10.1 H30.10.1 H34.9.30

佐野　嘉崇 H27.10.1 H27.10.1 H31.9.30

林　みゆき H27.10.1 H27.10.1 H31.9.30

公平委員会委員（任期４年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

日比　剛 H22.12.15 H30.12.15 H34.12.14

小池　雄三 H27.7.6 H27.7.6 H31.7.5

中嶋　若菜 H29.9.30 H29.9.30 H33.9.29

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　繁紀 H14.1.22 H29.1.22 H32.1.21

水野　牧美 H16.12.21 H28.12.21 H31.12.20

矢野　幹三 H22.10.1 H28.10.1 H31.9.30

加藤  和守 H27.4.1 H30.4.1 H33.3.31

瀧本　友子 H29.1.20 H29.1.20 H32.1.19

伊藤　昌幸 H26.7.25 H28.12.21 H31.12.20

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　多喜雄 H25.7.1 H29.7.1 H33.6.30

伊藤　勝朗 H22.10.1 H30.10.1 H34.9.30

山田　伸夫 H30.5.14 H30.5.14 H31.4.30

参考資料人事関係
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監査委員（任期４年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

平成３１年１月３０日現在

教育委員会委員（任期４年）

固定資産評価審査委員会委員（任期３年）



氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

勝谷　哲次 H20.10.1 H28.12.24 H32.12.23

前野　宏衞 H27.7.9 H28.12.24 H32.12.23

戸田　千里 H28.12.24 H28.12.24 H32.12.23

上川　和子 H28.12.24 H28.12.24 H32.12.23

人権擁護委員（任期３年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

大橋　久美子 H10.3.1 H28.4.1 H31.3.31

野田　真澄 H17.7.1 H29.10.1 H32.9.30

伊藤　良三 H18.10.1 H30.10.1 H33.9.30

加藤　光昭 H29.4.1 H29.4.1 H32.3.31

畔栁　俊雄 H20.4.1 H29.4.1 H32.3.31

矢野　友子 H22.4.1 H28.4.1 H31.3.31

藤本　明伸 H22.7.1 H28.7.1 H31.6.30

今井　順子 H23.7.1 H29.10.1 H32.9.30

中島　富士子 H24.10.1 H30.10.1 H33.9.30

横江　俊次 H25.4.1 H28.4.1 H31.3.31

髙島　惠子 H27.10.1 H30.10.1 H33.9.30

副市長（任期４年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

青山　一郎 H27.6.16 H27.6.16 H31.6.15

教育長（任期３年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

深見　和博 H28.10.1 H28.10.1 H31.9.30

平成３１年１月３０日現在

参考資料人事関係
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選挙管理委員（任期４年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿



氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

井上　幾夫 H29.7.20 H29.7.20 H32.7.19

小澤　早由里 H29.7.20 H29.7.20 H32.7.19

加藤　卓夫 H29.7.20 H29.7.20 H32.7.19

加藤　基 H29.7.20 H29.7.20 H32.7.19

加藤　安清 H29.7.20 H29.7.20 H32.7.19

小林　晃久 H29.7.20 H29.7.20 H32.7.19

作石　正太郎 H29.7.20 H29.7.20 H32.7.19

武田　晴光 H29.7.20 H29.7.20 H32.7.19

藤井　義廣 H29.7.20 H29.7.20 H32.7.19

松原　清 H29.7.20 H29.7.20 H32.7.19

山田　泰司 H29.7.20 H29.7.20 H32.7.19

横道　厚子 H29.7.20 H29.7.20 H32.7.19

- 18 -

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

平成３１年１月３０日現在

参考資料人事関係

農業委員会委員（任期３年）


